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①秋田県受動喫煙防止条例成立
2019年６月27日、改正健康増進法よりも強化

（上乗せ）、かつ、対象を拡大（横出し）した条例が成

立し、７月２日にホームページに公開されました
（図１）。
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図１．秋田県のホームページ、受動喫煙防止条例の制定
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条例の概要は赤の矢印の部分をクリックしてく
ださい（図２）。ポイントは以下の通りです。
・幼保小中高校には屋外喫煙場所を設置できない
こと

・大学、行政機関、医療機関等には屋外喫煙場所を
設置しない努力義務（秋田県庁、議会、県警は敷
地内禁煙を2018年10月から実施）

・駅、空港には喫煙室を設置できないこと
・神奈川県条例、兵庫県条例、豊橋市条例に続い
て、加熱式タバコの専用室の設置を認めなかっ
たこと（本誌2019年５月号参照）

・事務所、飲食店に加熱式タバコ専用室を設置し
ない努力義務（施行から５年間で屋内禁煙とす
る努力義務）

・特定飲食提供施設（既存の小規模店）で従業員を
雇用している場合は「全面禁煙」「喫煙専用室以
外は禁煙」のどちらかしか選択できないこと

・「禁煙施設」はその旨の標識を掲示すること
・屋外のイベントで望まない受動喫煙が生じない
配慮をすること

条例の施行のスケジュールは以下の通りです。
令和元（2019）年７月２日：
　　公布、目的、責務規定が施行（一部施行）
令和２（2020）年４月１日：
　　�施設・区域別の措置に関する規定が施行（全面
施行）

令和７（2024）年４月１日：
　　�従業員を使用している既存特定飲食提供施設
（※）に関する規定等の適用（本格施行）

　　※：�既存飲食店のうち個人又は中小企業（資
本金又は出資金の総額５千万円以下）が
運営する客席面積100㎡以下の飲食店

図２． 秋田県受動喫煙防止条例の概要（イエローは筆者による書き込み）
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秋田空港のホームページには、４月26日、喫煙
室の一部を屋外に移設したことが告知されていま
す（図３）。残る３カ所の喫煙室が県条例により来
年４月に廃止されれば、屋内全面禁煙となる日本
で最初の空港となります。秋田駅の喫煙室も同様
の措置がとられれば、日本の最先端を走ることに
なります。搭乗・乗車の直前に喫煙してきた人たち
のタバコ臭（三次喫煙）の被害は、秋田県条例でか

なり軽減されるでしょう。
秋田県でこの様な条例が成立した背景は以下の
通りです（秋田・たばこ問題を考える会代表の鈴木
裕之先生のブログと原稿を参照しました）。
・県のがんの死亡率が高かったこと
・県の喫煙率も高かったこと
・知事主導の「健康秋田いきいきアクションプラ
ン」で「10年で健康寿命日本一を目指す」という

図３． 屋内全面禁煙化が予定されている秋田空港
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Home > 秋田空港における施設内喫煙所について

　秋田空港では、現在、国内線旅客ターミナルビル内に５ヶ所、国際線旅客ターミナルビルには１ヶ
所（1ヶ所は”19/3末廃止）の喫煙所（完全分煙）を設け、受動喫煙の防止に努めておりますが、平
成31年4月26日（予定）より、建物内の喫煙所を一部廃止し、外部に設置することといたしました。
なお、廃止する喫煙所は、国内線ビル1階ファミリーマート横及び国内線ビル2階カフェ横（階段付
近）となります。

　また、国内線旅客ターミナルビル２階「搭乗待合室Ⓐ」及び「ロイヤルスカイⒷ（カードラウン
ジ）」、国際線旅客ターミナルビル2階出国待合室Ⓒは、当面使用を継続いたしますが、秋田県条例
の制定の動きを踏まえ、建物内全面禁煙を実施する予定でありますので、何卒、ご理解とご協力をお
願い申し上げます。

秋田空港における施設内喫煙所について
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目標が設定され、「禁煙」が対策の３本柱の一つ
に挙げられたこと

・2016年に制定された「秋田県受動喫煙防止対策
ガイドライン」から、医師会が方向性をリード
したこと

・「県たばこによる健康被害防止対策検討委員会」
では、タバコ産業の意見も含め、十分に議論を
重ねた上で原案を作成したこと

・県健康づくり推進課、県医師会、協会けんぽ秋
田、秋田・たばこ問題を考える会が長年連携し、
毎年春の「世界禁煙デー秋田フォーラム」、秋の
「受動喫煙防止秋田フォーラム」を開催している
こと
光栄なことに筆者は今年11月９日のフォーラ
ムで講演させていただく予定です。屋外に移設さ
れた秋田空港の屋外喫煙所を視察して、本誌で報
告したいと思います。

②熊本市役所が敷地内禁煙を実施
先日、熊本に出張した際、市役所が敷地内禁煙に
なったことを確認するために立ち寄りました。喫
煙所のパーティションは残っていましたが、写真
で示すように多数の貼り紙があり、加熱式タバコ
を含む敷地内禁煙が実施されていました。
本誌の先月号で紹介したように福岡県庁に２カ
所、北九州市役所に１カ所の屋外喫煙場所が残っ
ています。今後、熊本市役所と同様の措置がとられ
ることを期待しています。


